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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

精
神
薄
弱
者(

児)

の
法
律
・
文
書
等
に
お
け
る
表
現
の
改
善
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

平
成
二
年
十
一
月
八
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

櫻 
内 

義 

雄 

殿 

 

提 

出 

者 
 

貝 

沼 

次 

郎 

 

一 

 



 

し
か
し
、
一
方
で
は
、
精
神
薄
弱
者(
児)
に
対
す
る
人
権
侵
害
問
題
の
的
確
な
対
応
、
障
害
者(

児)

に
対
す
る 

 

社
会
の
根
強
い
偏
見
の
払
拭
等
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
「
精
神
薄
弱
者

(

児
）
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
本
人
及
び
家
族
、
関
係
者
・
団
体
等
か
ら
改
善
を
望
む
声
が
非
常
に
高
ま
っ

て
お
り
、
精
神
薄
弱
者(

児)

及
び
家
族
が
社
会
の
中
で
生
き
が
い
と
希
望
を
持
っ
て
人
生
を
切
り
拓
い
て
い
け
る

よ
う
、
人
権
擁
護
の
観
点
か
ら
、
法
律
・
文
書
等
に
お
け
る
表
現
の
改
善
を
早
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
、 

昭
和
三
十
五
年
に
、
児
童
か
ら
成
人
に
至
る
精
神
薄
弱
者(

児)

に
対
す
る
一
貫
し
た
援
護
事
業
を
行
う
「
精
神

薄
弱
者
福
祉
法
」
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
三
十
年
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
、
社
会
経
済
環
境
の
著
し
い
変
化
や
、「
国

連
・
障
害
者
の
十
年
」(

一
九
八
三
年
か
ら
一
九
九
二
年)

を
契
機
と
し
た
福
祉
の
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
（
日

常
化
）
の
浸
透
な
ど
で
様
々
な
政
策
展
開
が
行
わ
れ
て
き
た
。 

精
神
薄
弱
者(

児)

の
法
律
・
文
書
等
に
お
け
る
表
現
の
改
善
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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四 

精
神
薄
弱
者(

児)

の
表
現
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
の
精
神
薄
弱
者
（
児
）
福
祉
対
策
基
礎
調
査
に
お
い
て

「
知
的
機
能
の
障
害
が
発
達
期
（
概
ね
十
八
歳
ま
で
）
に
あ
ら
わ
れ
、
日
常
生
活
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
た
め
、

何
ら
か
の
特
別
の
援
助
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
例
え
ば｢

発
達
障

害
者(

児
）
」
と
改
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
う
考
え
る
か
。 

三 

表
現
改
善
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
精
神
薄
弱
者(

児)

の
家
族
、
関
係
者
・
団
体
等
の
意
見
を
十
分
に
聞
く

な
ど
、
幅
広
い
国
民
的
合
意
の
形
成
が
望
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
政
府
は
検
討
の
場
を
早
急
に
設

け
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

次
の
質
問
を
す
る
。 

一 

政
府
と
し
て
は
、｢

精
神
薄
弱
者(

児
）
」
と
い
う
表
現
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
認
識
し
て
い
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
表
現
に
改
善
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。 

二 

表
現
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
、
い
つ
ま
で
に
結
論
を
だ
す
の
か
。 

四 

 



 

 

五 

右
質
問
す
る
。 


